美容スクール受講契約書

本契約は、●●（以下「受講者」という。）と、●●スクール（以下「スクール」という。）との間で、スクールが提供する美容技術指導サービスの受講に関し、以下のとおり契約を締結するものである。

第1条（目的）
本契約は、スクールが提供する美容技術に関する講座（ヘア、メイク、フェイシャル、ネイル、アイラッシュ等を含む。）について、受講者が適切に受講し、スクールが円滑に講座を提供することを目的とする。

第2条（定義）
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
1　「講座」とは、スクールが提供する美容関連の知識・技術の習得を目的とするカリキュラムをいう。
2　「教材」とは、スクールが講座提供のために作成したテキスト・動画・資料・器具等をいう。
3　「受講料」とは、受講者がスクールに支払うべき講座受講費用をいう。
4　「個別契約」とは、講座名・金額・期間などを特定した受講申込みのことをいう。

第3条（受講申込みおよび契約成立）
1　受講者は、スクールが指定する申込書またはオンラインフォームにより講座の受講申込みを行う。
2　スクールが申込みを承諾した時点で本契約は成立する。
3　未成年者が申込みを行う場合は、法定代理人の同意を要する。

第4条（受講料および支払方法）
1　受講者は、スクールが定める受講料を、指定された期日までに支払わなければならない。
2　支払方法は、銀行振込、クレジットカード、その他スクールが認める方法とする。
3　受講料支払後の返金は、第11条（中途解約）の場合を除き行わない。

第5条（講座内容の提供）
1　スクールは、講座カリキュラムに基づき、講義・実技指導・オンライン配信等を提供する。
2　講師・講座内容・スケジュールは、教育品質確保の範囲内で変更される場合がある。
3　講座で使用する器具・化粧品等の一部は、受講者自身で準備する場合がある。

第6条（著作権・教材の取扱い）
1　教材に関する著作権その他一切の権利はスクールに帰属する。
2　受講者は、教材を複製、転売、譲渡、SNS投稿、共有、送信等の行為を行ってはならない。
3　受講者が本条に違反した場合、スクールは損害賠償を請求することができる。

第7条（禁止事項）
受講者は、以下の行為を行ってはならない。
1　講座運営を妨げる行為（無断欠席の繰返し、著しい迷惑行為等）
2　スクールの名誉・信用を毀損する行為
3　危険行為または衛生管理に反する行為
4　講座内容・技術を第三者へ有償で指導する行為
5　その他スクールが不適切と判断する行為

第8条（個人情報の取扱い）
スクールは、受講者から取得した個人情報を、講座提供・連絡・請求等の目的に必要な範囲でのみ利用し、法令に基づく場合を除き第三者に提供しない。

第9条（怪我・事故への対応）
1　講座中の実習作業において、受講者の故意・過失に基づく怪我や事故が発生した場合、スクールは責任を負わない。
2　スクールの管理下における重大な過失による事故の場合は、この限りではない。

第10条（講座の延期・中止）
1　天災、講師の急病、施設トラブルその他スクールがやむを得ないと判断した場合、講座日程を延期または中止することがある。
2　延期・振替が困難な場合、スクールは受講料の一部または全部を返金することがある。

第11条（中途解約）
1　受講者は、スクールに書面またはメールで通知することにより、受講期間中であっても契約を中途解約できる。
2　中途解約時の返金は以下のとおりとする。
　(1) 開講前　：受講料の全額を返金
　(2) 開講後　：未受講分の授業料相当額のみ返金（教材費・入学金は返金不可）
3　受講者の重大な規約違反によりスクールが契約を解除した場合、返金は行わない。

第12条（損害賠償）
受講者が本契約に違反しスクールに損害を与えた場合、スクールは受講者に対し損害賠償を請求することができる。

第13条（契約期間）
本契約の有効期間は、講座開始日から講座終了日までとする。

第14条（協議事項）
本契約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた場合は、受講者とスクールは誠意をもって協議し解決を図る。

第15条（管轄裁判所）
本契約に関する紛争が生じた場合、スクール所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名欄
本契約締結の証として、本書2通を作成し、受講者およびスクールは各1通を保有する。

●年●月●日

受講者
住所：
氏名：　　　　　　　　　　　　　　㊞

スクール
名称：●●スクール
所在地：
代表者名：　　　　　　　　　　　　㊞

